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(注１)　本書中の「公開買付者」とは、シトコ・トラスティーズ(ユーティー)・リミテッド・アズ・トラスティー・

オブ・スリーディー・エンデバー・マスター・ファンド‒ツー(CITCO TRUSTEES (UT) LIMITED AS TRUSTEE OF

3D ENDEAVOR MASTER FUND ‒ II)をいいます。

(注２)　本書中の「対象者」とは、阪急阪神リート投資法人をいいます。

(注３)　本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも

計数の総和と一致しません。

(注４)　本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注５)　本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま

す。

(注６)　本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成２年大蔵省

令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注７)　本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基

準に従い実施されるものです。

(注８)　本書中の「株券等」とは、投資口に係る権利をいいます。

(注９)　本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又

は日時を指すものとします。

(注10)　本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)

第１条第１項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
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(注11)　本公開買付けは、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。以

下「投信法」といいます。)に基づき設立された投資法人である対象者の投資口(以下「対象者投資口」とい

います。)を買付けの対象としています。本公開買付けは、法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して

実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではあり

ません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)(その後の改正を含みます。以下

「米国1934年証券取引所法」といいます。)第13条(e)項又は第14条(d)項及び同条の下で定められた規則は本

公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。本書に含

まれる全ての財務情報は、日本の会計基準に基づいて作成されており、米国の会計基準に基づくものでな

く、米国の会計基準に基づいて作成された財務情報の内容と同等の内容とは限りません。また、対象者は米

国外で設立された法人であり、その役員の全部又は一部が米国居住者ではないため、米国の証券関連法の違

反を根拠として、米国外の法人及びその役員に対して、米国外の裁判所において法的手続を開始することが

できない可能性があります。さらに、米国外の法人並びに当該法人の子会社及び関連者(affiliate)に米国の

裁判所の管轄が認められるとは限りません。

(注12)　本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。

本公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書

類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。

(注13)　本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933)(その後の改正を含みます。)第27Ａ条及び

米国1934年証券取引所法第21Ｅ条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知又は未知のリ

スク、不確実性その他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示され

た予測等と大きく異なることがあります。公開買付者、対象者又はそれらの関係者は、「将来に関する記

述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることを保証するものではありません。

本書中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたものであ

り、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者、対象者又はそれらの関連者は、将来の事象や状況

を反映するために、その記述を更新したり修正したりする義務を負うものではありません。

(注14)　公開買付者及び対象者の各フィナンシャル・アドバイザー及び公開買付代理人(それらの関連会社を含みま

す。)は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法制その他適用のある法令上許容さ

れる範囲で、米国1934年証券取引所法規則第14ｅ－５条(b)項の要件に従い、本公開買付けの開始前、又は本

公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に、対象者投資口を自己又は顧

客の勘定で取得する可能性があります。そのような買付けに関する情報が日本で開示された場合には、米国

においても、当該買付けを行った者のウェブサイト(又はその他の開示方法)においても英文で開示が行われ

ます。

(注15)　重要提案行為とは、企業支配権等に直接関係しない行為を企業経営陣に採否を委ねる態様で行う場合は、重

要提案行為に該当しないとの、「第２回　スチュワードシップ・コードに関する有識者会議　事務局説明資

料　2024年11月18日P.13」を参照しております。
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第１ 【公開買付要項】

 

１ 【対象者名】

阪急阪神リート投資法人

 

２ 【買付け等をする株券等の種類】

投資口

 

３ 【買付け等の目的】

(1) 本公開買付けの概要

公開買付者は、ケイマン諸島法に基づいて2010年に設立された信託会社であるCitco Trustees (UT) Limitedに

よって、ケイマン諸島法に基づいて2024年に設立された信託です。シンガポール法に基づき2015年に設立された資

産運用会社である3D Investment Partners Pte. Ltd.(以下「3DIP」といいます。)が、信託である公開買付者の受

託者であるCitco Trustees (UT) Limitedに対して投資一任運用サービスを提供しています。3DIPは、ケイマン諸島

法に基づき2015年に設立された会社である3D Opportunity Master Fund(以下「3DOMF」といい、公開買付者、Citco

Trustees (UT) Limited及び3DIPと総称して「3Dら」といいます。)に対して、投資一任運用サービスを提供してお

り、3DOMFは、本書提出日現在において、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)不動産投

資信託証券市場(以下「東証REIT市場」といいます。)に上場している対象者投資口を9,312口(所有割合(注１)：

1.34％)所有しています。公開買付者、Citco Trustees (UT) Limited及び3DIPは、本書提出日現在において、対象

者投資口を所有していません。

(注１)　「所有割合」とは、対象者が2025年１月24日に公表した「2024年11月期　決算短信(ＲＥＩＴ)」(以下「対

象者決算短信」といいます。)に記載された2024年11月30日現在の発行済投資口の総口数(695,200口)か

ら、同日現在の対象者が所有する自己投資口数(０口)を控除した投資口数(695,200口)に対する割合(小数

点以下第三位を四捨五入)をいいます。

 
後記のとおり、3Dらは2024年12月中旬に対象者投資口を市場内取引で取得することとしましたが、そのような判

断を行ったのは、直近の１年弱に相当する2023年12月29日から2024年11月30日までの間、日経平均株価の終値が

33,464.17円から38,208.03円まで約16.0％、TOPIX-17不動産指数の終値が1,706.29円から1,844.51円まで約10.4％

とそれぞれ上昇する中で、東証REIT指数の終値は1,806.96円から1,662.14円まで約4.1％下落していることからも明

らかなとおり、東証REIT市場の相場全体の値下がりが続き、また、対象者投資口の価格も139,000円から118,000円

まで約10.8％下落していることから、3Dらは、対象者投資口の価格が対象者の本源的価値や保有資産価値を正当に

反映していないのではないかと考えました。また、3Dらは、今後も金利や為替、資源価格の変動など、我が国の景

気や不動産マーケットに影響を与える要因の先行きについては不透明な環境が継続する可能性が高いと考えていま

す。一方で、3Dらの評価としては、個人消費や設備投資が持ち直し、国内景気が緩やかに回復しており、また、実

質賃金(注２)が増額傾向に転じるなど、雇用環境が改善する中で今後も回復基調が続くことを見込むことができ、

株式会社日経BPが提供している情報媒体である日経不動産マーケット情報の2024年11月20日付け「[調査]2024年上

期の取引総額、過去最高の3.7兆円」と題する記事によると、これまでの最高額であった2007年上期の3.1兆円を超

えて2024年上期の不動産取引総額が3.7兆円と過去最高を記録したと報道されていることからも不動産マーケットに

おける不動産の取引は金利の上昇懸念を受けてもなお堅調に推移していること、そして、その中でも対象者につい

ては、直近５期において、2022年11月期(第35期)に１口当たり3,019円、2023年５月期(第36期)に１口当たり3,043

円、2023年11月期(第37期)に１口当たり3,056円、2024年５月期(第38期)に１口当たり3,030円、2024年11月期(第39

期)に１口当たり3,155円と安定的な分配を継続しており、今後の予想分配金も2025年５月期(第40期)に１口当たり

3,140円、2025年11月期(第41期)に１口当たり3,150円と公表しているなど安定した分配が見込めるだけでなく、保

有する魅力的なポートフォリオに対して市場で割安に評価されていると考えました。そこで、3Dらは、2024年12月

中旬に対象者投資口を市場内取引で取得することとし、2024年12月中旬から2025年１月中旬にかけて、対象者が保

有する資産価値の向上に伴う対象者投資口の値上がり益及び分配金を得るという純投資目的で3DOMFが対象者投資口

9,312口(取得当時の所有割合(注３)：1.34％)を市場内取引によって取得しました。今般、3Dらは、これまでの純投

資目的による対象者投資口の取得の延長として、対象者投資口を買い増すことを決定いたしました。
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(注２)　「実質賃金」とは、名目賃金の実質的な購買力を示す指標であって、名目賃金指数を消費者物価指数で除

した実質賃金指数として算出されます(厚生労働省「毎月勤労統計調査　令和６年11月分結果速報」時系列

表第６表(注))。

(注３)　「取得当時の所有割合」とは、対象者が2024年８月23日に提出した第38期有価証券報告書(以下「対象者有

価証券報告書」といいます。)に記載された2024年５月31日現在の発行済投資口の総口数(695,200口)か

ら、同日現在の対象者が所有する自己投資口数(０口)を控除した投資口数(695,200口)に対する割合(小数

点以下第三位を四捨五入)をいいます。

 
本公開買付け後においても、3Dらは、以上で述べた純投資目的で対象者投資口を所有することを予定しており、

議決権の行使により対象者の経営を支配すること又は重要提案行為等若しくは役員の選任を通じて対象者の経営に

影響を及ぼすことを目的としておらず、本書提出日現在において、その予定や見込みはありません。なお、3Dらが

公開買付けという形式での対象者投資口の買増しを決定した経緯については、後記「(2) 本公開買付けの実施を決

定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」の「②　本公開買付けの背景等」をご参照ください。

上記のとおり、本公開買付けは、3Dらによる純投資目的での対象者投資口の買増しを意図するものであることか

ら、3Dらとしては、対象者の役員、資産運用会社、その他のステークホルダーに対し、3Dらが議決権の行使により

対象者の経営を支配すること又は重要提案行為等若しくは役員の選任を通じて対象者の経営に影響を及ぼすことを

目的としていないことを明確に示すという観点から、対象者の役員、資産運用会社、その他のステークホルダーに

3Dらによる純投資の目的を正しく理解してもらえるようにするため、単独で投資主総会における特別決議を否決す

ることができる議決権数３分の１未満となる所有割合を上限として設定することとし、その上で3Dらの資産運用の

状況を踏まえて対象者投資口に関しては所有割合が15.00％となる金額の投資を行うことが望ましい考え、本公開買

付け後の3Dらの所有割合の上限を15.00％とすることとしました。そこで、3Dらは、買付予定数の上限を公開買付者

による本公開買付け後の所有割合が15.00％となる投資口数(104,280口)から、3Dらが本書提出日現在において所有

する投資口(9,312口)を控除した94,968口(所有割合13.66％)に設定しております。また、3Dらは、対象者投資口に

関しては、所有割合が10.00％以上となる金額の投資を行うことを企図していることから、本公開買付け後の所有割

合で10.00％相当以上の金額の投資を行うこととするため、買付予定数の下限として、公開買付者による本公開買付

け後の所有割合が10.00％となる投資口数(69,520口)から、3Dらが本書提出日現在において所有する投資口(9,312

口)を控除した60,208口(所有割合8.66％)に設定しております。したがって、本公開買付けに応じて応募された投資

口(以下「応募投資口」といいます。)の総数が買付予定数の下限(60,208口)に満たない場合は、応募投資口の全部

の買付け等を行わず、応募投資口の総数が買付予定数の下限(60,208口)以上かつ買付予定数の上限(94,968口)以下

の場合には、応募投資口の全部の買付けを行います。また、応募投資口の総数が買付予定数の上限(94,968口)を超

える場合には、その超える部分の全部又は一部の買付けを行わないものとし、法第27条の13第５項及び府令第32条

に規定するあん分比例の方式により、投資口の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

本公開買付けは、3Dらによる純投資目的での対象者投資口の買増しを目的としています。そのため、仮に本公開

買付けにより、公開買付者がその所有割合を15.00％まで高めたとしても、本書提出日現在において、3Dらは議決権

の行使により対象者の経営を支配すること又は重要提案行為等若しくは役員の選任を通じて対象者の経営に影響を

及ぼすことは予定していません。3Dらは、本公開買付けが成立した後、対象者に対し、IR面談(企業が投資家に対し

て企業の経営方針や財務状況などの投資判断に必要な情報を提供し、また、投資家との間で質疑応答を行うための

面談。以下同じ。)の実施を要請し、当該IR面談において、3Dらの見解を伝えることは想定しており、対象者の本源

的価値の顕在化と保有資産価値向上を目指して議決権を行使することを予定していますが、当該IR面談の要請を行

う時期は未定です。3Dらは、本公開買付け後においても、対象者投資口を純投資目的で所有することとしており、

本書提出日時点において、対象者投資口を処分する予定はありませんが、将来的に対象者投資口の価格が対象者の

本源的価値や保有資産価値を正当に反映していると評価される状態に至った場合には対象者投資口を処分する可能

性があります。

公開買付者は、下記「８　買付け等に要する資金」の「(2) 買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金

等」の「④　その他資金調達方法」に記載のとおり、本公開買付けが成立した場合、本公開買付けの決済資金等に

充当するための資金を、本公開買付けの決済開始日の１営業日前である2025年３月19日までに3DOMFからの出資によ

り調達することを予定しています。
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(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程

①　公開買付者の概要

公開買付者は、ケイマン諸島法に基づいて2010年に設立された信託会社であるCitco Trustees (UT) Limitedに

よって、ケイマン諸島法に基づいて2024年に設立された信託です。シンガポール法に基づき2015年に設立された

資産運用会社である3DIPが、信託である公開買付者の受託者であるCitco Trustees (UT) Limitedに対して投資一

任運用サービスを提供しています。

3DIPは、日本特化型で、株価や投資口価格が本源的価値に比べて割安となっている会社や投資法人に対して投

資するバリュー投資を行うことを投資方針としている独立系資産運用会社(注１)であり、複利的な資本成長を通

じた中長期的な価値創造を投資哲学とし、長期的なリターンの達成を目的にして、2016年から日本企業に対する

投資を行っています。これまで、3DIPが日本の金融商品取引所に上場している会社に対する投資において大量保

有報告書を提出したのは14社であり、本書提出日現在における3Dらの主な投資先としては、サッポロホールディ

ングス株式会社、東邦ホールディングス株式会社、株式会社ワコールホールディングス、株式会社西武ホール

ディングス、株式会社東北新社及び日鉄ソリューションズ株式会社が挙げられます。

(注１)　「独立系資産運用会社」とは、銀行、証券会社又は保険会社等の金融機関やその他事業会社と資本関係

を有していないという意義で用いています。

 
②　本公開買付けの背景等

対象者は、投信法に基づき2004年12月３日に設立され、2005年10月26日に東証REIT市場に投資口を上場しまし

た。その後の公募増資等により、第39期末(2024年11月30日)時点の発行済投資口の総口数は695,200口となってい

ます。対象者は、商業用途又は事務所用途の区画を有する不動産を主な投資対象とし、全国を投資対象エリアと

して、中長期にわたる安定的な収益を確保し、投資主利益の最大化を目指す複合型の不動産投資法人(REIT)で

す。

対象者有価証券報告書によれば、対象者は、安定収益確保の実現と運用資産の着実な成長による投資主価値の

最大化を図るために、安定的かつ効率的な財務戦略を立案し実行することを基本方針としているとのことです。

また、対象者決算短信によれば、第39期(2024年６月１日乃至2024年11月30日)は経常利益2,195百万円、純利益

2,193百万円を計上するなどしており、また、対象者の保有する不動産関連資産(対象者の投資対象を総称してい

います。)の稼働率は第39期末(2024年11月30日)時点においてポートフォリオ全体で99.6％の高稼働を維持してい

るとのことです。また、対象者が2025年１月24日に公表した「第39期決算説明会用資料」(以下「対象者決算説明

会用資料」といいます。)によれば、対象者は、対象者の特長を深化させることを通じて分配金を持続的に成長さ

せていく方針を打ち出しているとのことです。

しかしながら、対象者決算説明会用資料に記載された2024年11月30日時点における対象者の１口当たりNAV(注

２)が180,442円であるのに対して、本公開買付けの公表日の前営業日における東証REIT市場における対象者の１

口当たり投資口価格の終値は130,700円であり、１口当たりNAVの約72％にとどまっており、対象者投資口の価格

が対象者の保有する不動産を鑑定評価した一口あたり純資産総額を下回っています。また、東証REIT市場におけ

る対象者投資口の本公開買付けの公表日の前営業日までの過去１か月間の終値の単純平均値、同過去３か月間の

終値の単純平均値、同過去６か月間の終値の単純平均値は、上記の１口当たりNAVに対して、それぞれ、約70％、

約68％、約68％にとどまっており、やはり対象者投資口の価格が対象者の保有する不動産を鑑定評価した一口あ

たり純資産総額を下回っています。以上から、3Dらは、本書提出日時点での対象者投資口の価格は対象者の本源

的価値や保有資産価値を正当に反映していないと判断しています。

 
(注２)　「NAV」とは、Net Asset Valueの略であり、対象者が保有する投資資産の帳簿価格と対象者が開示する

鑑定評価額の差額にあたる含み損益を反映した純資産額を意味し、「１口当たりNAV」とは、NAVを発行

済投資口の総口数で除した１口当たり純資産額を意味します。以下同じです。
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上記「(1) 本公開買付けの概要」のとおり、3Dらは、東証REIT市場の相場全体の値下がりが続いており、今後

も金利や為替、資源価格の変動など、我が国の景気や不動産マーケットに影響を与える要因の先行きが不透明な

環境が継続する可能性が高いと考えています。一方で、3Dらの評価としては、個人消費や設備投資の持ち直しを

受け、国内景気が緩やかに回復しており、また、実質賃金が増額傾向に転じるなど、雇用環境が改善する中で今

後も回復基調が続くことを見込むことができ、不動産マーケットにおける不動産の取引価格は金利の上昇懸念を

受けてもなお堅調に推移していること、そして、その中でも対象者については直近５期を含めて安定的な分配を

継続しており今後も安定した分配が見込めるだけでなく、保有する魅力的なポートフォリオに対して市場で割安

に評価されていると考え、3DOMFが、2024年12月中旬から2025年１月中旬にかけて、市場内取引によって対象者投

資口を取得し、2025年１月中旬までに対象者投資口を9,312口(取得当時の所有割合1.34％)取得しました。なお、

対象者投資口は、2024年８月から2025年１月の６か月間において、１日当たりの市場における平均取引額が2.3億

円(発行済投資口の約0.27％)の取引量しかなく、対象者投資口の市場での流動性が低いことから、3Dらは、2025

年１月下旬以降は市場内で対象者投資口を取得しておらず、また、市場外においても対象者投資口を取得してい

ません。

さらに、3Dらは、対象者の有価証券報告書、資産運用報告、決算説明会用資料及び決算短信等の公開情報を基

に対象者を分析する過程で、対象者の潜在価値に対する理解をより深めるため、2024年12月16日に証券会社に対

して対象者とIR面談を行いたい旨を申し込んだところ、対象者の資産運用会社である阪急阪神リート投信株式会

社の代表取締役社長である岡﨑豊茂氏及び常務取締役である藪内孝恒氏がIR面談に応じるとの回答が2024年12月

17日に当該証券会社からありました。3Dらが対象者とのIR面談を証券会社に対して申し込んだのは、証券会社

は、対象者の新投資口発行又は投資法人債発行の際の引受人等の業務を通じて対象者と継続的な関係を有してい

ると考えたためです。対象者ではなく、対象者の資産運用会社がIR面談に応じることについて、3Dらは、対象者

においては、資産運用会社である阪急阪神リート投信株式会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければ

ならないため(投信法198条１項)、対象者の資産運用に関する対話を行うためには、対話の相手方は対象者の資産

運用会社になると対象者が判断したと理解しています。その結果、2024年12月26日に、岡﨑豊茂氏及び藪内孝恒

氏との面談を実施し、エリアごとの売上げの状況、関西圏におけるインバウンド需要の動向、オフィス及び商業

テナントにおける賃料相場の動向、賃料収入の増加を実現するための方針、保有資産の入替えに関する方針並び

に財務戦略について対話を行いました。この対話を通して、3Dらは、対象者が保有する不動産関連資産は今後賃

料収入の増加を通じた内部成長の機会(大阪関西万博需要やインバウンド需要の拡大を含む。)を有しているだけ

でなく、関西圏と商業施設を重視して賃料増額改定を目指すという対象者の資産運用の取組方針は合理的なもの

であると評価し、今後、対象者投資口の価格が対象者の本源的価値や保有資産価値を正当に反映していると評価

される状態にまで高まると考え、2025年１月下旬にこれまでの純投資目的による対象者投資口の取得の延長とし

て、対象者投資口を買い増すとの判断に至りました。

 
これらの事情を踏まえ、3Dらは、市場における対象者投資口の価格が対象者の本源的価値に比べて割安である

との見解について、確信を深めるに至りました。

このように、3Dらは、市場における対象者投資口の価格は対象者の本源的価値に比べて割安であると考えてい

るところ、(ⅰ)対象者投資口の流動性は低く、市場内取引によって対象者投資口を買い増すためには長期間を要

することが見込まれること、(ⅱ)所有割合が10.00％以上となる金額の投資を行うため、長期間に亘って対象者投

資口を市場内取引で買い増そうとすると対象者投資口の価格へ影響を与えることが避けられず、純投資目的での

買増しの手法としては現実的ではないこと、(ⅲ)公開買付けにより一定のプレミアムを付して対象者投資口を買

い付けることとすれば、市場内取引での買増しと比較して一定規模の投資を行うことができる可能性が高まると

判断したこと、(ⅳ)公開買付けにより買付けを行う場合には、対象者の投資主に等しく情報を提供した上で同一

の価格で対象者投資口を売却する機会を提供することが可能になり、市場の安定化に資する可能性があることか

ら、2025年１月下旬に本公開買付けにより対象者投資口の買付けを行うことが合理的であると判断いたしまし

た。
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3Dらは、2025年１月下旬から、本公開買付けにより、対象者投資口の買増しを行うことの検討を本格化させま

したが、対象者決算説明会用資料に記載された2024年11月30日時点における対象者の１口当たりNAVが180,442円

であるのに対して、2025年１月20日から同年２月10日までの間における東証REIT市場における対象者の１口当た

り投資口価格の終値は122,800円から130,700円の間を推移していることから、１口当たりNAVの約68％から72％に

とどまっており、対象者投資口の価格が対象者が開示する対象者の保有する不動産を鑑定評価した一口あたり純

資産総額を下回っています。また、東証REIT市場における対象者投資口の本公開買付けの公表日の前営業日まで

の過去１か月間の終値の単純平均値、同過去３か月間の終値の単純平均値、同過去６か月間の終値の単純平均値

は、上記の１口当たりNAVに対して、それぞれ、約70％、約68％、約68％にとどまっており、やはり対象者投資口

の価格が対象者が開示する対象者の保有する不動産を鑑定評価した一口あたり純資産総額を下回っています。以

上より、3Dらは対象者投資口の価格が対象者のNAVに比べて割安であると考えています。また、3Dらは、前記の直

前の段落に記載した(ⅰ)から(ⅳ)の理由から、投資口の取得方法としては市場内取引ではなく公開買付けによる

必要性が高くかつ合理的であると考えていることから、2025年２月10日に、買付予定数の上限を公開買付者によ

る本公開買付け後の所有割合が15.00％となる投資口数(104,280口)から、3Dらが本書提出日現在において所有す

る投資口(9,312口)を控除した94,968口(所有割合13.66％)に設定し、また、買付予定数の下限を公開買付者によ

る本公開買付け後の所有割合が10.00％となる投資口数(69,520口)から、3Dらが本書提出日現在において所有する

投資口(9,312口)を控除した60,208口(所有割合8.66％)に設定した本公開買付けにより、対象者投資口の買増しを

行うことを正式に機関決定しました。

 
3Dらは、本公開買付けの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)の検討にあたって、本公開買

付けに対してより多数の応募がなされるように、本公開買付けの公表日の前営業日である2025年２月10日の東証

REIT市場における対象者投資口の終値(130,700円)を基準とした上で、一定のプレミアムを付すこととしました。

3Dらが本公開買付けの公表日の前営業日である2025年２月10日の東証REIT市場における対象者投資口の終値

(130,700円)を基準としたのは、特段の事情がない限り、直近の投資口価格が現時点での対象者に対する市場の評

価が最も適切に反映されていると考えられることから、対象者の投資主がプレミアムの多寡を判断するには直近

の投資口価格を基準とすることが最も簡明な基準であり、また、対象者については直近の投資口価格を基準とす

ることが適切ではない特段の事情はないと判断したためです。プレミアムの算出にあたっては、3Dらとして現在

の市場環境と比較して検討するのに適切であると判断した過去３年分の事例を参照するという趣旨から、2022年

１月１日から2024年12月31日までに開始された発行者以外の者による株券等の公開買付けのうち、買付予定の株

券等の数に上限が付された28件の事例(本公開買付けの公表日の前営業日の終値、同日までの過去１か月間の終値

の単純平均値、同過去３か月間の終値の単純平均値、同過去６か月間の終値の単純平均値のいずれかに対して

ディスカウントが付されている事例は除いています。)の公開買付価格に付与されたプレミアムの平均値(本公開

買付けの公表日の前営業日の終値、同日までの過去１か月間の終値の単純平均値、同過去３か月間の終値の単純

平均値、同過去６か月間の終値の単純平均値に対して、それぞれ、約26.08％、約30.88％、約31.51％、約

32.11％のプレミアム)を参照しつつ、(ⅰ)3Dらが対象者に対してデュー・ディリジェンスを実施しておらず、対

象者の非公開情報を有していないこと、(ⅱ)3Dらが保有資産価値の向上に伴う対象者投資口の価格の値上がり益

や分配金を享受することが可能な範囲とすること、(ⅲ)上場株式会社とREITの一株当たり当期純利益(EPS)のボラ

ティリティを比較すると、REITは相対的に業績の安定性が高く、分配金が大きく上振れする可能性が低いことを

も総合的に考慮した上で、本公開買付けの買付予定数まで応募が期待できるプレミアム水準について検討した結

果、2025年２月10日に、本公開買付けの公表日の前営業日の終値に10％程度のプレミアムを付すこととしまし

た。3Dらは、市場における対象者投資口の価格は対象者の本源的価値に比べて割安であると考えていますが、市

場参加者は必ずしもそのようには考えていないからこそ、2025年１月20日から同年２月10日までの間における東

証REIT市場における対象者の１口当たり投資口価格の終値は122,800円から130,700円の間を推移し、１口当たり

NAVの約68％から72％にとどまっているのであり、対象者投資口の価格は対象者の本源的価値に比べて割安ではな

いと判断する対象者の投資主にとっては、本公開買付けの公表日の前営業日の終値に10％程度というプレミアム

は本公開買付けに応募する際の十分な動機になると判断いたしました。なお、本公開買付価格(143,770円)は、本

公開買付けの公表日の前営業日である2025年２月10日の終値130,700円に対して10.00％(小数点以下第三位を四捨

五入。以下、プレミアムの計算において同じです。)、同日までの過去１か月間(2025年１月11日から2025年２月

10日まで)の終値の単純平均値126,285円(小数点以下四捨五入。以下、終値の単純平均値の計算において同じで

す。)に対して13.85％、同過去３か月間(2024年11月11日から2025年２月10日まで)の終値の単純平均値121,990円

に対して17.85％、同過去６か月間(2024年８月11日から2025年２月10日まで)の終値の単純平均値123,525円に対

して16.39％のプレミアムをそれぞれ加えた金額に相当します。
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上記の検討結果を踏まえ、3Dらは、本公開買付価格を対象者投資口１口当たり143,770円と決定いたしました。

本公開買付価格の算定の基礎及び経緯の詳細については、下記「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付

予定の株券等の数」の「(2) 買付け等の価格」をご参照ください。

3Dらは、本公開買付けが純投資目的での対象者投資口の買増しを意図しており、必ずしも対象者の賛同意見・

応募推奨意見が必要であるとは考えていないことから、本書提出日現在において、対象者との間で、本公開買付

けについて提案、協議・交渉を実施しておらず、対象者が本公開買付けについて賛同意見・応募推奨意見を表明

するか否かについては明らかではありませんが、3Dらは、本公開買付けの公表日である2025年２月12日に、本公

開買付けについて対象者にご理解いただけるよう説明を行うための面談の実施を要請しました。なお、本公開買

付けは、3Dらによる純投資目的での対象者投資口の買増しを意図するものであり、本書提出日現在において対象

者より本公開買付けについて賛同意見・応募推奨意見を取得できる見込みについては明らかではないものの、対

象者の意見の内容にかかわらず、本公開買付けを実施いたします。

 
(3) 本公開買付け後の投資口の保有方針等

3Dらは、本公開買付け後においても、対象者投資口を純投資目的で所有することとしており、本書提出日時点に

おいて、対象者投資口を処分する予定はありませんが、将来的に対象者投資口の価格が対象者の本源的価値や保有

資産価値を正当に反映していると評価される状態に至った場合には対象者投資口の一部又は全部を処分する可能性

があります。3Dらは、本公開買付けが成立した後、対象者に対し、IR面談の実施を要請し、当該IR面談において、

3Dらの見解を伝えることは想定しており、このような対話を通じて、対象者投資口の価格が対象者の本源的価値や

保有資産価値を正当に反映していると評価される状態に至ることに資することを期待しています。

3Dらは、仮に本公開買付けにより、公開買付者がその所有割合を15.00％まで高めたとしても、本書提出日現在に

おいて、対象者に対し、投資主提案により新任の役員の選任を求めたり、既存の役員の辞任又は解任を求める予定

はありません。3Dらは、対象者が投資主総会に提出する議案については、投資口価値最大化に資する議案の内容か

否かという観点から検討して、議決権を行使します。

 
(4) 対象者投資口の追加取得の予定の有無

本書提出日現在において、3Dらは、本公開買付けによって対象者投資口を買付予定数の上限(94,968口、所有割合

13.66％)まで取得できるか否かにかかわらず、対象者投資口を追加取得する予定はございません。

 
(5) 上場廃止となる見込み及びその理由

本公開買付けは、公開買付者による対象者投資口の買増しに留まりますので、公開買付者の知る限り、対象者の

上場廃止の見込みはありません。

 
(6) 本公開買付けに係る重要な合意に関する事項

該当事項はありません。

 

４ 【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】

(1) 【買付け等の期間】

① 【届出当初の期間】

 

買付け等の期間 2025年２月13日(木曜日)から2025年３月13日(木曜日)まで(20営業日)

公告日 2025年２月13日(木曜日)

公告掲載新聞名
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
(電子公告アドレス　https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)

 

 

② 【対象者の請求に基づく延長の可能性の有無】

法第27条の10第３項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告

書が提出された場合は、公開買付期間は30営業日、2025年３月28日(金曜日)までとなります。

 

③ 【期間延長の確認連絡先】

確認連絡先　　祝田法律事務所
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東京都千代田区丸の内三丁目４番１号　新国際ビル９階

03-5218-2084(代表)

弁護士　奥苑直飛

確認受付時間　平日10時から17時まで
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(2) 【買付け等の価格】

 

投資証券 投資口１口につき、金143,770円

新投資口予約権証券 ―

算定の基礎

前記「(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決
定の過程」の「②　本公開買付けの背景等」に記載のとおり、3Dらは、本
公開買付価格の検討にあたって、本公開買付けに対してより多数の応募が
なされるように、本公開買付けの公表日の前営業日である2025年２月10日
の東証REIT市場における対象者投資口の終値(130,700円)を基準とした上
で、一定のプレミアムを付すこととしました。3Dらが本公開買付けの公表
日の前営業日である2025年２月10日の東証REIT市場における対象者投資口
の終値(130,700円)を基準としたのは、特段の事情がない限り、直近の投資
口価格が現時点での対象者に対する市場の評価が最も適切に反映されてい
ると考えられることから、対象者の投資主がプレミアムの多寡を判断する
には直近の投資口価格を基準とすることが最も簡明な基準であり、また、
対象者については直近の投資口価格を基準とすることが適切ではない特段
の事情はないと判断したためです。プレミアムの算出にあたっては、3Dら
として現在の市場環境と比較して検討するのに適切であると判断した過去
３年分の事例を参照するという趣旨から、2022年１月１日から2024年12月
31日までに開始された発行者以外の者による株券等の公開買付けのうち、
買付予定の株券等の数に上限が付された28件の事例(本公開買付けの公表日
の前営業日の終値、同日までの過去１か月間の終値の単純平均値、同過去
３か月間の終値の単純平均値、同過去６か月間の終値の単純平均値のいず
れかに対してディスカウントが付されている事例は除いています。)の公開
買付価格に付与されたプレミアムの平均値(本公開買付けの公表日の前営業
日の終値、同日までの過去１か月間の終値の単純平均値、同過去３か月間
の終値の単純平均値、同過去６か月間の終値の単純平均値に対して、それ
ぞれ、約26.08％、約30.88％、約31.51％、約32.11％のプレミアム)を参照
しつつ、(ⅰ)3Dらが対象者に対してデュー・ディリジェンスを実施してお
らず、対象者の非公開情報を有していないこと、(ⅱ)3Dらが保有資産価値
の向上に伴う対象者投資口の価格の値上がり益や分配金を享受することが
可能な範囲とすること、(ⅲ)上場株式会社とREITの一株当たり当期純利益
(EPS)のボラティリティを比較すると、REITは相対的に業績の安定性が高
く、分配金が大きく上振れする可能性が低いことをも総合的に考慮した上
で、本公開買付けの買付予定数まで応募が期待できるプレミアム水準につ
いて検討した結果、2025年２月10日に、本公開買付けの公表日の前営業日
の終値に10％程度のプレミアムを付すこととしました。3Dらは、市場にお
ける対象者投資口の価格は対象者の本源的価値に比べて割安であると考え
ていますが、市場参加者は必ずしもそのようには考えていないからこそ、
2025年１月20日から同年２月10日までの間における東証REIT市場における
対象者の１口当たり投資口価格の終値は122,800円から130,700円の間を推
移し、１口当たりNAVの約68％から72％にとどまっているのであり、対象者
投資口の価格は対象者の本源的価値に比べて割安ではないと判断する対象
者の投資主にとっては、本公開買付けの公表日の前営業日の終値に10％程
度というプレミアムは本公開買付けに応募する際の十分な動機になると判
断いたしました。
本公開買付価格(143,770円)は、本公開買付けの公表日の前営業日である
2025年２月10日の終値130,700円に対して10.00％、同日までの過去１か月
間(2025年１月11日から2025年２月10日まで)の終値の単純平均値126,285円
に対して13.85％、同過去３か月間(2024年11月11日から2025年２月10日ま
で)の終値の単純平均値121,990円に対して17.85％、同過去６か月間(2024
年８月11日から2025年２月10日まで)の終値の単純平均値123,525円に対し
て16.39％のプレミアムをそれぞれ加えた金額に相当します。また、本公開
買付価格は、本書提出日の前営業日である2025年２月12日の東証REIT市場
における対象者投資口の終値135,300円に対して6.26％のプレミアムを加え
た額に相当します。
3DOMFは、2024年12月中旬から2025年１月中旬にかけて、対象者投資口
9,312口を市場内取引によって取得しましたが、その平均取得価格は投資口
１口当たり120,643円(小数点以下第一位を四捨五入)であるため、本公開買
付価格(143,770円)とは23,127円の差額があります。当該差額は、対象者投
資口の価格が本公開買付けの公表日の前営業日である2025年２月10日の終
値で130,700円となっているように2024年12月中旬から2025年１月中旬の投
資口価格の水準から変動していること及び2025年２月10日の終値130,700円
に10％を加えて本公開買付価格(143,770円)を決定したために生じていま
す。
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なお、3Dらは、上記の検証を経て本公開買付価格を決定していることか
ら、第三者算定機関からの対象者投資口の投資口価値に関する算定書及び
フェアネス・オピニオンは取得しておりません。これは、本公開買付けは
対象者との間で事前に協議を行うことなく開始することを予定していたも
のであって、本公開買付価格を決定するに際して、対象者より非公開の情
報を入手することができず、第三者算定機関に対して独自に投資口価格に
算定及びフェアネス・オピニオンの作成を依頼する実益が乏しいと判断し
たためです。

算定の経緯

前記「(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決
定の過程」の「②　本公開買付けの背景等」に記載のとおり、3Dらは、東
証REIT市場の相場全体の値下がりが続いており、今後も金利や為替、資源
価格の変動など、我が国の景気や不動産マーケットに影響を与える要因の
先行きが不透明な環境が継続する可能性が高いと考えています。一方で、
3Dらの評価としては、個人消費や設備投資の持ち直しを受け、国内景気が
緩やかに回復しており、また、実質賃金が増額傾向に転じるなど、雇用環
境が改善する中で今後も回復基調が続くことを見込むことができ、TOPIX不
動産指数も示すように、不動産マーケットにおける不動産の取引価格は金
利の上昇懸念を受けてもなお堅調に推移していること、そして、その中で
も対象者については直近５期を含めて安定的な分配を継続しており今後も
安定した分配が見込めるだけでなく、保有する魅力的なポートフォリオに
対して市場で割安に評価されていると考えました。
さらに、3Dらは、対象者の潜在価値に対する理解をより深めるため、2024
年12月26日に、対象者の資産運用会社である阪急阪神リート投信株式会社
の代表取締役社長である岡﨑豊茂氏及び常務取締役である藪内孝恒氏との
面談を実施し、エリアごとの売上げの状況、関西圏におけるインバウンド
需要の動向、オフィス及び商業テナントにおける賃料相場の動向、賃料収
入の増加を実現するための方針、保有資産の入替えに関する方針並びに財
務戦略について対話を行いました。この対話を通して、3Dらは、対象者が
保有する不動産関連資産は今後賃料収入の増加等を通じた内部成長の機会
(大阪関西万博需要やインバウンド需要の拡大を含む。)を有しているだけ
でなく、関西圏と商業施設を重視して賃料増額改定を目指すという対象者
の資産運用の取組方針は合理的なものであると評価し、今後、対象者投資
口の価格が対象者の本源的価値や保有資産価値を正当に反映していると評
価される状態にまで高まると考え、2025年１月下旬にこれまでの純投資目
的による対象者投資口の取得の延長として、対象者投資口を買い増すとの
判断に至りました。
このように、3Dらは、市場における対象者投資口の価格は対象者の本源的
価値に比べて割安であると考え、2025年１月下旬に本公開買付けにより対
象者投資口の買付けを行うことが合理的であると判断し、2025年２月10日
に、本公開買付価格(143,770円)を決定いたしました。
本公開買付価格(143,770円)を決定した理由は、前記「算定の基礎」に記載
の理由のとおり、3Dらは、本公開買付価格の検討にあたって、本公開買付
けに対してより多数の応募がなされるように、本公開買付けの公表日の前
営業日である2025年２月10日の東証REIT市場における対象者投資口の終値
(130,770円)を基準とした上で、一定のプレミアムを付すこととし、本公開
買付けの買付予定数まで応募が期待できるプレミアム水準について検討し
た結果、2025年２月10日に、本公開買付けの公表日の前営業日の終値に
10％程度のプレミアムを付すこととしました。3Dらは、市場における対象
者投資口の価格は対象者の本源的価値に比べて割安であると考えています
が、市場参加者は必ずしもそのようには考えていないからこそ、2025年１
月20日から同年２月10日までの間における東証REIT市場における対象者の
１口当たり投資口価格の終値は122,800円から130,700円の間を推移し、１
口当たりNAVの約68％から72％にとどまっているのであり、対象者投資口の
価格は対象者の本源的価値に比べて割安ではないと判断する対象者の投資
主にとっては、本公開買付けの公表日の前営業日の終値に10％程度という
プレミアムは本公開買付けに応募する際の十分な動機になると判断いたし
ました。
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(3) 【買付予定の株券等の数】

 

株券等の種類 買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限

投資口 94,968(口) 60,208(口) 94,968(口)

合計 94,968(口) 60,208(口) 94,968(口)
 

(注１)　応募投資口の総数が買付予定数の下限(60,208口)に満たない場合は、応募投資口の全部の買付け等を行いま

せん。応募投資口の総数が買付予定数の下限(60,208口)以上かつ買付予定数の上限(94,968口)以下の場合に

は、応募投資口の全部の買付け等を行います。応募投資口の総数が買付予定数の上限(94,968口)を超える場

合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第５項及び府令第32条

に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

(注２)　本公開買付けを通じて対象者が所有する自己投資口を取得する予定はありません。
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５ 【買付け等を行った後における株券等所有割合】
 

区分 議決権の数

買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(ａ) 94,968

ａのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(ｂ) ―

ｂのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
(個)(ｃ)

―

公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(2025年２月13日現在)(個)(d) ―

ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(ｅ) ―

ｅのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
(個)(ｆ)

―

特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2025年２月13日現在)(個)(g) 9,312

ｇのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(ｈ) ―

ｈのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
(個)(ｉ)

―

対象者の総投資主等の議決権の数(2024年11月30日現在)(個)(j) 695,200

買付予定の株券等に係る議決権の数の総投資主等の議決権の数に占める割合
(ａ/ｊ)(％)

13.66

買付け等を行った後における株券等所有割合
((ａ＋ｄ＋ｇ)/(ｊ＋(ｂ－ｃ)＋(ｅ－ｆ)＋(ｈ－ｉ))×100)(％)

15.00
 

(注１)　「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(ａ)」は、本公開買付けにおける買付予定数(94,968口)に係る議

決権の数を記載しております。

(注２)　「対象者の総投資主等の議決権の数(2024年11月30日現在)(個)(ｊ)」は、対象者決算短信に記載された2024

年11月30日現在の発行済投資口の総口数(695,200口)から、同日現在の対象者が所有する自己投資口数(０口)

を控除した投資口数(695,200口)に係る議決権の数です。

(注３)　「買付予定の株券等に係る議決権の数の総投資主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後

における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

 

６ 【株券等の取得に関する許可等】

該当事項はありません。
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７ 【応募及び契約の解除の方法】

(1) 【応募の方法】

①　公開買付代理人

三田証券株式会社　　　東京都中央区日本橋兜町３番11号

 
②　本公開買付けに係る投資口の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下「応募投資主

等」といいます。)は、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載の上、公開買付期間末日の15時30分ま

でに、公開買付代理人の本店において応募してください。応募の際には、ご印鑑をご用意ください。また、応

募の際に本人確認書類(注１)が必要になる場合があります。

 
③　応募に際しては、応募投資主等が公開買付代理人に開設した応募投資主等名義の口座(以下「応募投資主等口

座」といいます。)に、応募する予定の投資口が記録されている必要があります。そのため、応募する予定の投

資口が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者に開設された口座に記録されている場合は、応募に先立ち、

応募投資主等口座への振替手続を完了していただく必要があります。かかる手続を行った上、公開買付期間末

日の15時30分までに、公開買付代理人の本店において応募してください。

 
④　本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付けは行われません。

 
⑤　公開買付代理人である三田証券株式会社に口座を開設していない場合には、新規に口座を開設していただく必

要があります。なお、公開買付代理人のホームページ(https://mitasec.com)上で本公開買付けの応募に係る専

用口座(注２)の開設手続を行うことができます(詳しくは、公開買付代理人のお客様ダイヤル(電話番号：03-

3666-0715)までご連絡ください。)。口座を開設される場合には、本人確認書類(注１)をご提出いただく必要が

あります(法人の場合は法人番号を告知いただく必要があります。)。また、既に口座を有している場合であっ

ても、本人確認書類(注１)が必要な場合があります。

 
⑥　上記③の応募投資口の振替手続及び上記⑤の口座の新規開設手続には一定の日数を要する場合がありますの

で、ご注意ください。

 
⑦　外国の居住者である投資主(法人投資主を含みます。以下「外国人投資主等」といいます。)の場合、日本国内

の常任代理人(以下「常任代理人」といいます。)を通じて応募してください。また、本人確認書類(注１)をご

提出いただく必要があります。

 
⑧　日本の居住者である個人投資主の場合、買付けられた投資口に係る売却代金と取得費等との差額は、原則とし

て株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税(注３)の適用対象となります。

 
⑨　公開買付代理人における応募の受付けに際しては、公開買付代理人より応募投資主等に対して、「公開買付応

募申込受付票」を交付いたします。

 
(注１)　本人確認書類について

公開買付代理人に新規に口座を開設して応募される場合又は外国人投資主等が常任代理人を通じて応募

される場合には、次の本人確認書類が必要になります。また、既に口座を有している場合であっても、

本人確認書類が必要な場合があります。なお、本人確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人

にお尋ねください。
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・　個人の場合

下記、Ａ～Ｃいずれかの書類をご提出ください。

 個人番号(マイナンバー)確認書類 本人確認書類

Ａ 個人番号カードの裏面(コピー) 個人番号カードの表面(コピー)

Ｂ 通知カード(コピー)
ａのいずれか１種類
又はｂのうち２種類

Ｃ
個人番号記載のある住民票の写し
又は住民票記載事項証明書の原本

ａ又はｂのうち、
「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」以外の
１種類

 

ａ．顔写真付の本人確認書類

・　有効期間内の原本のコピーの提出が必要

パスポート、運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、住民基本台帳カード 等

ｂ．顔写真のない本人確認書類

・　発行から６か月以内の原本の提出が必要

住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑証明書

・　有効期間内の原本のコピーの提出が必要

各種健康保険証、各種年金手帳、各種福祉手帳 等

(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)

 
・　法人の場合

下記、Ａ及びＢの書類をご提出ください。

Ａ 法人のお客様の本人確認書類
※右記のいずれか一つ
※発行から６か月以内のもの

・　登記簿謄本又はその抄本(原本)
・　履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書
(原本)

・　その他官公署の発行書類
Ｂ お取引担当者の本人確認書類 ・　個人番号カード表面のコピー

・　又は上記個人の場合の本人確認書類(aの中から
１種類又はbの中から２種類)のコピー

 

 
・　外国人投資主等の場合

常任代理人に係る上記書類に加えて、常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書(当該外

国人投資主等の氏名又は名称、代表者の氏名及び国外の所在地の記載のあるものに限ります。)の原

本証明及び本人確認済証明付の写し、並びに常任代理人が金融機関以外の場合には日本国政府が承

認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確

認書類に準じるもの

 
※　住所等の訂正が記載されていない場合においても裏面のコピーを併せてご提出ください。

※　パスポートの場合には、2020年２月３日以前に発行されたものに限ります。

※　各種健康保険証の場合には、ご住所等の記載もれ等がないかをご確認ください。

※　住民票の写し等は発行者の印・発行日が記載されているページまで必要となります。

※　郵送でのお申込みの場合、いずれかの書類の原本又は写しをご用意ください。写しの場合、改

めて原本の提示をお願いする場合があります。公開買付代理人より本人確認書類の記載住所に

「口座開設のご案内」を転送不要郵便物として郵送し、ご本人様の確認をさせていただきま

す。なお、ご本人様の確認がとれない場合は、公開買付代理人に口座を開設することができま

せん。

 
(注２)　専用口座は、本公開買付けの応募に係る対象者投資口の売却のみに使用できる口座であり、通常の証券

取引を行う総合口座とは異なりますのでご留意ください。

(注３)　株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(日本の居住者である個人投資主の場合)

日本の居住者である個人投資主の方につきましては、投資主の譲渡所得等には原則として申告分離課税

が適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断い

ただきますようお願い申し上げます。
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(2) 【契約の解除の方法】

応募投資主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契

約の解除をする場合は、公開買付期間末日の15時30分までに、以下に指定する者の本店に「本公開買付けに係る契

約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)」を交付又は送付してください。但し、送付の場合は、

解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに、以下に指定する者の本店に到達することを条件といたします。

従って、解除書面を送付する場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに公開買付代理人に到達しなけ

れば解除できないことにご注意ください。なお、解除書面は、下記に指定する者の本店に備え置いていますので、

契約の解除をする場合は、下記に指定する者にお尋ねください。

 
解除書面を受領する権限を有する者

三田証券株式会社　　　東京都中央区日本橋兜町３番11号

 

(3) 【株券等の返還方法】

応募投資主等が上記「(2) 契約の解除の方法」に記載の方法により本公開買付けに係る契約の解除をした場合に

は、解除手続終了後速やかに、下記「10　決済の方法」の「(4) 株券等の返還方法」に記載の方法により応募投資

口を返還いたします。

 

(4) 【株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

三田証券株式会社　　　東京都中央区日本橋兜町３番11号

 

８ 【買付け等に要する資金】

(1) 【買付け等に要する資金等】

 

買付代金(円)(ａ) 13,653,549,360

金銭以外の対価の種類 ―

金銭以外の対価の総額 ―

買付手数料(ｂ) 27,000,000

その他(ｃ) 2,000,000

合計(ａ)＋(ｂ)＋(ｃ) 13,682,549,360
 

(注１)　「買付代金(円)(ａ)」欄には、本公開買付けにおける買付予定数(94,968口)に、１口当たりの本公開買付価

格(143,770円)を乗じた金額を記載しております。

(注２)　「買付手数料(ｂ)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。

(注３)　「その他(ｃ)」欄には、本公開買付けに関する公告に要する費用及び公開買付説明書その他必要書類の印刷

費その他諸費用につき、その見積額を記載しております。

(注４)　上記金額には消費税等は含まれておりません。

(注５)　その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は本公開買付け終了後ま

で未定です。
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(2) 【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】

① 【届出日の前々日又は前日現在の預金】

 

種類 金額(千円)

― ―

計(ａ) ―
 

 

② 【届出日前の借入金】

イ 【金融機関】

 

 借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額(千円)

１ ― ― ― ―

２ ― ― ― ―

計 ―
 

 

ロ 【金融機関以外】

 

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額(千円)

― ― ― ―

― ― ― ―

計 ―
 

 

③ 【届出日以後に借入れを予定している資金】

イ 【金融機関】

 

 借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額(千円)

１ ― ― ― ―

２ ― ― ― ―

計(b) ―
 

 

ロ 【金融機関以外】

 

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額(千円)

― ― ― ―

― ― ― ―

計(c) ―
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④ 【その他資金調達方法】

 

内容 金額(千円)

3DOMFによる出資 15,000,000

計(ｄ) 15,000,000
 

(注１)　公開買付者は、3DOMFから15,000,000,000円を上限として出資を行う用意がある旨の出資証明書を2025年２月

10日付で取得しております。3DOMFと信託である公開買付者の受託者であるCitco Trustees (UT) Limited

は、ともに3DIPから投資一任運用サービスの提供を受けています。

(注２)　公開買付者は、3DOMFの資力を銀行の残高証明書により確認しております。

 

⑤ 【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計】

15,000,000千円((ｄ))

 
(3) 【買付け等の対価とする有価証券の発行者と公開買付者との関係等】

該当事項はありません。

 

９ 【買付け等の対価とする有価証券の発行者の状況】

該当事項はありません。

 

10 【決済の方法】

(1) 【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

三田証券株式会社　　　東京都中央区日本橋兜町３番11号

 

(2) 【決済の開始日】

2025年３月21日(金曜日)

(注)　法第27条の10第３項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明

報告書が提出された場合は、2025年４月４日(金曜日)となります。

 

(3) 【決済の方法】

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募投資主等(外国人投資主の場合はその

常任代理人)の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。買付けられた投資口に係る売却代金を応募

投資主等(外国人投資主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から

応募投資主等(外国人投資主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受付け

をした応募投資主等の口座へお支払いします。

 

(4) 【株券等の返還方法】

下記「11　その他買付け等の条件及び方法」の「(1) 法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容」又

は「(2) 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募投資口

の全部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還することが必要な投資口を公開買付期間末日

の翌々営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに、返還すべき投資口を応募が

行われた直前の記録(応募が行われた直前の記録とは、本公開買付けへの応募注文の執行が解除された状態を意味し

ます。)に戻します。なお、あらかじめ投資口を他の金融商品取引業者等に開設した応募投資主等の口座に振り替え

る旨を指示した応募投資主等については、当該口座に振り替えることにより返還いたします。
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11 【その他買付け等の条件及び方法】

(1) 【法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容】

応募投資口の総数が買付予定数の下限(60,208口)に満たない場合は、応募投資口の全部の買付け等を行いませ

ん。応募投資口の総数が買付予定数の下限(60,208口)以上かつ買付予定数の上限(94,968口)以下の場合には、応募

投資口の全部の買付け等を行います。応募投資口の総数が買付予定数の上限(94,968口)を超える場合は、その超え

る部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の13第５項及び府令第32条に規定するあん分比例

の方式により、投資口の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

あん分比例の方式による計算の結果生じる１口未満の投資口数を四捨五入して計算した各応募投資主等からの買

付投資口数の合計が買付予定数の上限に満たないときは、買付予定数の上限以上になるまで、四捨五入の結果切り

捨てられた１口未満の投資口数の多い応募投資主等から順次、各応募投資主等につき１口の応募投資口の買付け等

を行います。但し、切り捨てられた１口未満の投資口数の等しい複数の応募投資主等全員からこの方法により買付

け等を行うと買付予定数の上限を超えることとなる場合には、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募投

資主等の中から抽選により買付け等を行う投資主を決定します。

あん分比例の方式による計算の結果生じる１口未満の投資口数を四捨五入して計算した各応募投資主等からの買

付投資口数の合計が買付予定数の上限を超えるときは、買付予定数の上限を下回らない数まで、四捨五入の結果切

り上げられた１口未満の投資口数の多い応募投資主等から順次、各応募投資主等につき買付投資口数を１口減少さ

せるものとします。但し、切り上げられた１口未満の投資口数の等しい複数の応募投資主等全員からこの方法によ

り買付投資口数を減少させると買付予定数の上限を下回ることとなる場合には、買付予定数の上限を下回らない範

囲で、当該応募投資主等の中から抽選により買付投資口数を減少させる投資主を決定します。

 

(2) 【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】

令第14条第１項第１号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第３号イ乃至チ及びヌ並びに同条第２項第３号乃至第６号に定め

る事情のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

なお、①対象者の役員会が、本公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剰余金の配当その他金銭の分配

(以下「剰余金の配当等」といいます。)(投資主に交付される金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末

日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10％に相当する額(概算で一口あたり12,479円(注))未満であると見

込まれるものを除きます。)を行う旨の議案を対象者の投資主総会に付議することを決定した場合、若しくは上記剰

余金の配当等を行う旨の議案を対象者の投資主総会に付議することを決定した場合(具体的な剰余金の配当等の額を

示さずに、本公開買付けに係る決済の開始日前を剰余金の配当等の基準日とする旨を決定した場合を含みます。)、

及び②対象者の役員会が、自己投資口の取得(投資口を取得するのと引換えに交付する金銭その他の財産の額が、対

象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10％に相当する額未満であると見込まれる

ものを除きます。)を行うことについての決定をした場合にも、令第14条第１項第１号ネに定める「イからツまでに

掲げる事項に準ずる事項」に該当する場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。これらの剰余金

の配当等又は自己投資口の取得が決定された場合、対象者の現金(対象者が保有資産を売却することにより入手する

可能性がある現金を含みます。)が大量に対象者外に流出することとなり、3Dらが本公開買付けの実施を決定する際

に前提としていた対象者の本源的価値が大きく毀損することになり、市場における対象者投資口の価格が対象者の

本源的価値に比べて割安であるため純投資目的で買増しを行うという本公開買付けの目的の達成に重大な支障とな

るため、本公開買付けの撤回等を行うことがあることとしています。また、本公開買付けにおいて、令第14条第１

項第３号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類につ

いて、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合を

いいます。

撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、当該公告を公開買

付期間末日までに行うことが困難である場合には、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を

行います。

(注)　対象者決算短信に記載された2024年11月末時点の対象者単体決算における純資産額86,751,104千円の10％(千

円未満を切り捨てて計算しています。)に相当する額である8,675,110,400円を、対象者決算短信に記載され

た2024年11月30日現在の発行済投資口の総口数(695,200口)から、同日現在の対象者が所有する自己投資口数

(０口)を控除した投資口数(695,200口)で除し、１円未満の端数を切り上げて計算しています。
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(3) 【買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法】

法第27条の６第１項第１号の規定により、対象者が公開買付期間中に令第13条第１項に定める行為を行った場合

は、府令第19条第１項に定める基準により買付け等の価格の引下げを行うことがあります。

買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、

公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ち

に公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募投資口について

も、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。

 

(4) 【応募株主等の契約の解除権についての事項】

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の

解除の方法については、上記「７　応募及び契約の解除の方法」の「(2) 契約の解除の方法」に記載の方法による

ものとします。

なお、公開買付者は応募投資主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応

募投資主等に請求しません。また、応募投資口の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。解除を申し出ら

れた場合には、応募投資口は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに上記「10　決済の方法」の「(4) 株券等の

返還方法」に記載の方法により返還します。

 

(5) 【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】

公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の６第１項及び令第13条により禁止される場合を除き、買付条件等の

変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更内容等につき電子公告を行い、そ

の旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条

に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が

行われた日以前の応募投資口についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

 

(6) 【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】

訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(但し、法第27条の８第11項但し書に規定する場合を除きます。)は、

直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを府令第20条に規定する方

法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募投資

主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、

訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募投資主等に交付する方法に

より訂正します。

 

(7) 【公開買付けの結果の開示の方法】

本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第９条の４及び府令第30条の２に規定する方

法により公表します。
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第２ 【公開買付者の状況】

 

１ 【会社の場合】

該当事項はありません。

 
２ 【会社以外の団体の場合】

①  【団体の沿革】

 

年月 概要

2024年３月
CITCO TRUSTEES (UT) LIMITED AS TRUSTEE OF 3D ENDEAVOR MASTER FUND ‒ IIは、ケイ
マン諸島法に基づいて2010年に設立された信託会社であるCitco Trustees (UT) Limited
によって、ケイマン諸島法に基づいて設立されたトラストです。

 

 
② 【団体の目的及び事業の内容】

(団体の目的)

資金調達及び投資有価証券の取得、保有、売却又は処分

 
(事業の内容)

資金調達及び投資有価証券の取得、保有、売却又は処分等の投資業

 
③ 【団体の出資若しくは寄付又はこれらに類するものの額】

 

氏名又は名称 住所又は所在地 出資額

Citco Trustees (UT)
Limited

ケイマン諸島、KY1-1205、グランドケイマン、カマナ・ベイ、
ネクサス・ウェイ、私書箱31106(89 Nexus Way, Camana Bay,
PO Box31106, Grand Cayman, KY-1-1205, Cayman Islands)

770,010,000円

 

(注)　出資金額については、米ドルによる出資分については、財務大臣が日本銀行本店において公示する相場であ

る基準外国為替相場の2025年２月中において適用される１米ドルにつき154円を適用して換算しました。

 
④ 【役員の役名、職名、氏名（生年月日）及び職歴】

公開買付者であるCITCO TRUSTEES (UT) LIMITED AS TRUSTEE OF 3D ENDEAVOR MASTER FUND ‒ IIの受託者である

Citco Trustees (UT) Limitedの役員の役名、職名、氏名、生年月日及び職歴は以下のとおりです。

2025年２月13日現在

役名 職名 氏名 生年月日 職歴

ディレクター
(Director)

─
ニコラ・ギレスピー
(Nicola Gillespie)

1968年11月19日

1992年10月　Nicholson Graham & Jones入社
1997年５月　CITCO Group入社(現任)
2019年７月　Citco Trustees (UT) Limited

ディレクター就任(現任)

ディレクター
(Director)

─
ナイアル・ギャラガー
(Niall Gallagher)

1980年１月31日

2002年10月　Bates Buttler & Co.入社
2005年８月　Bisys Fund Services入社
2006年５月　UBS Funds Services入社
2008年11月　Ogier Fiduciary Services入社
2014年９月　Elian入社
2016年12月　Intertrust入社
2017年７月　CITCO Group入社(現任)
2021年７月　Citco Trustees (UT) Limited

ディレクター就任(現任)

ディレクター
(Director)

─
サラ・ターンブル
(Sarah Turnbull)

1980年８月21日

2003年９月　Clifford Chance LLP入社
2004年４月　TNI UK Ltd.入社
2007年３月　Halma plc入社
2008年11月　CITCO Group入社(現任)
2021年12月　Citco Trustees (UT) Limited

ディレクター就任(現任)
 

 
３ 【個人の場合】

該当事項はありません。
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第３ 【公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況】

 

１ 【株券等の所有状況】

(1) 【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】

  (2025年２月13日現在)

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

投資証券 9,312(口) ―(口) ―(口)

新投資口予約権証券 ― ― ―

　合計 9,312 ― ―

所有株券等の合計数 9,312 ― ―

(所有潜在株券等の合計数) (―) ― ―
 

 

(2) 【公開買付者による株券等の所有状況】

  (2025年２月13日現在)

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

投資証券 ―(口) ―(口) ―(口)

新投資口予約権証券 ― ― ―

　合計 ― ― ―

所有株券等の合計数 ― ― ―

(所有潜在株券等の合計数) (―) ― ―
 

 

(3) 【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者合計）】

  (2025年２月13日現在)

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

投資証券 9,312(口) ―(口) ―(口)

新投資口予約権証券 ― ― ―

　合計 9,312 ― ―

所有株券等の合計数 9,312 ― ―

(所有潜在株券等の合計数) (―) ― ―
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(4) 【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者ごとの内訳）】

① 【特別関係者】

 (2025年２月13日現在)

氏名又は名称 3D Opportunity Master Fund

住所又は所在地
ケイマン諸島、KY1-1104、グランドケイマン、ジョージタウン、サウス
チャーチストリート、ウグランド・ハウス、私書箱309、メイプルズ・コー
ポレートサービシーズ・リミテッド

職業又は事業の内容 資金調達及び投資有価証券の取得、保有、売却又は処分等の投資業

連絡先

連絡者　3D Investment Partners Pte. Ltd.
取締役(Director)　Sai Fai Yip
連絡場所　シンガポール共和国039192、テマセクアベニュー１、ミレニア

タワー#20-02A
電話番号　65 6819 0000

公開買付者との関係 公開買付者に対して特別資本関係を有する者
 

 

② 【所有株券等の数】

3D Opportunity Master Fund (2025年２月13日現在)

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号
に該当する株券等の数

投資証券 9,312(口) ―(口) ―(口)

新投資口予約権証券 ― ― ―

　合計 9,312 ― ―

所有株券等の合計数 9,312 ― ―

(所有潜在株券等の合計数) (―) ― ―
 

 

２ 【株券等の取引状況】

(1) 【届出日前60日間の取引状況】

 

氏名又は名称 株券等の種類 買付数 売付数 差引

3D Opportunity Master Fund 投資口 7,398(口) ― 7,398(口)
 

(注)　3DOMFは、2024年12月中旬から2025年１月中旬にかけて、対象者投資口9,312口を市場内取引で取得しました。

上記の7,398口は、当該9,312口の取得の一部であり、届出日前60日間で取得した対象者投資口となります。

 
３ 【当該株券等に関して締結されている重要な契約】

該当事項はありません。

 

４ 【届出書の提出日以後に株券等の買付け等を行う旨の契約】

該当事項はありません。
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第４ 【公開買付者と対象者との取引等】

 

１ 【公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

２ 【公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容】

該当事項はありません。
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第５ 【対象者の状況】

 

１ 【最近３年間の損益状況等】

(1) 【損益の状況】

 

決算年月 ― ― ―

営業収益 ― ― ―

営業費用 ― ― ―

営業外収益 ― ― ―

営業外費用 ― ― ―

当期純利益(当期純損失) ― ― ―
 

 

(2) 【１口当たりの状況】

 

決算年月 ― ― ―

１口当たり当期純損益 ― ― ―

１口当たり分配金 ― ― ―

１口当たり純資産額 ― ― ―
 

 

２ 【株価の状況】
 

金融商品取引所名
又は認可金融商品
取引業協会名

東京証券取引所　不動産投資信託

月別
2024年
８月

2024年
９月

2024年
10月

2024年
11月

2024年
12月

2025年
１月

2025年
２月

最高投資口価格(円) 132,800 131,000 125,100 122,400 123,800 128,900 135,600

最低投資口価格(円) 123,900 123,100 118,700 117,300 114,500 121,800 128,400
 

(注１)　上記項目(「株価の状況」)は、「投資口価格の状況」と読み替えるものとします。

(注２)　2025年２月については、同月12日までのものです。
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３ 【株主の状況】

(1) 【所有者別の状況】

  

区分

投資口の状況

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

投資主数
(人)

― ― ― ― ― ― ― ―

所有投資口数
(単位)

― ― ― ― ― ― ― ―

所有投資口数
の割合
(％)

― ― ― ― ― ― ― ―

 

(注)　上記項目(「株主の状況」)は、「投資主の状況」と読み替えるものとします。

 

(2) 【大株主及び役員の所有株式の数】

① 【大株主】

(省略)

 

② 【役員】

   　　年　月　日現在

氏名 役名 職名
所有投資口数
(口)

発行済投資口(投信
法第94条第１項にお
いて準用する会社法
第308条第２項の規
定により議決権を有
しない投資口を除
く。)の総数に対す
る所有投資口数の割

合(％)

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

計 ― ― ― ―
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４ 【継続開示会社たる対象者に関する事項】

(1) 【対象者が提出した書類】

① 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第37期(自 2023年６月１日 至 2023年11月30日)2024年２月21日　関東財務局長に提出

事業年度 第38期(自 2023年12月１日 至 2024年５月31日)2024年８月23日　関東財務局長に提出

事業年度 第39期(自 2024年６月１日 至 2024年11月30日)2025年２月25日　関東財務局長に提出予定

 

② 【半期報告書】

該当事項はありません。

 
③ 【臨時報告書】

該当事項はありません。

 

④ 【訂正報告書】

該当事項はありません。

 

(2) 【上記書類を縦覧に供している場所】

阪急阪神リート投資法人

(大阪府大阪市北区茶屋町19番19号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

 

５ 【伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容等】

該当事項はありません。
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６ 【その他】

(1) 「2024年11月期　決算短信(ＲＥＩＴ)」の公表

対象者は、2025年１月24日付けで、対象者決算短信を公表しております。当該公表に基づく対象者決算短信の概

要は以下のとおりです。なお、当該公表の内容については、法第193条の２第１項に基づく監査法人の監査を受けて

いないとのことです。以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものであり、詳細について

は、当該公表の内容をご参照ください。

 
①　損益の状況

 

会計期間 2024年11月期

営業収益 6,222,428千円

営業利益 2,574,647千円

経常利益 2,195,253千円

当期純利益 2,193,652千円
 

 
②　１口当たりの状況

 

会計期間 2024年11月期

１口当たり当期純利益 3,155円

１口当たり分配金 3,155円

１口当たり純資産額 124,785円
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